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Ⅰ．オホーツク SGEC 建築推進ネットワークの概要  

 

 

１．申請者名称     オホーツク SGEC 建築推進ネットワーク  

会長 青田 輝智 

（所在地）   北海道紋別市幸町 1 丁目 1 番 15 号 

 

２．認定統合事業体名  オホーツク SGEC 建築推進ネットワーク（12 社）  

 

 

３．認定対象業種    建設業（建築設計・施工、土木、建具） 

 

 

４．オホーツク SGEC 建築推進ネットワーク（12 社）の沿革・概要 

紋別市は、市内の森林面積の 75％に当たる 49,659ha(平成 20 年度末)で、SGEC

森林認証取得が進み、SGEC 森林認証の一大エリアとなっている地域である。 

オホーツク SGEC 建築推進ネットワーク(以下：同ネットワーク)は、紋別市

内に営業拠点を置く地域の建設業関係者 12 社が、一体となって SGEC 認証林産

物の地産地消の流れを形成しようと結成された地域認証材住宅推進グループ

である。 

同ネットワークでは、統合事業体認定に取り組むに当たり、規約に以下の「活

動方針」を定めている。(活動方針：以下抜粋) 

（１）（分別表示管理）SGEC 森林認証された森林から産出される認証林産物

が、適正にユーザーに提供されるよう、ネットワーク全体で分別管理

と表示管理を的確に推進する。  

（２）（安定供給）認証材の流通情報を共有し、認定製材工場の原木の状況・

製材製品量の供給量、認定建設企業への製材製品の供給体制など、本

会全体で把握し、安定供給の確保に努める。  

（３）（販路の確保）本会として、消費者に届く販路の開拓・確保に積極的

に取り組む。  

（４）（普及宣伝）森林認証に関心を持つ流域の住民等に参加を呼びかける

とともに、メディア等での情報発信を活用して消費者への浸透を図る。 

（５）（認証機関との連携）毎年行われる管理審査等、「緑の循環」認証会議

からの指示・連絡事項等のとりまとめをする。  

 

なお、紋別市では、本年度(21 年度)から、市内工務店の認定事業体の取得

拡大を図るとともに、広く認証材の普及を図ることを目的とした補助制度「紋

別市認証の家モデル住宅支援事業」をスタートさせており、同ネットワークの

取組は、これに呼応したものである。  
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同ネットワーク構成事業体 12 社の概要と認定申請業種は、下表の通りであ

る。 

 

【会員事業体の概要】12 社 

 

 名 称：オホーツク SGEC 建築推進ネットワーク 

 事業体：建築 11 社  建具 1 社 

代表者 沿革・概要
前年木材
使用実績

代表取締役

青田輝智
設立：昭和25年4月
役職員：22名

77.4
(4棟)

代表取締役

柴門憲雄
設立：昭和15年4月
役職員：18名

157.1
(2棟)

代表取締役

石井進司
設立：昭和30年4月
役職員：15名

86.9
(5棟)

代表取締役

高桑久夫
設立:昭和47年7月
役職員：12名

80㎥
(4棟)

代表取締役

山口和則
設立：昭和41年3月
役職員：27名

25㎥
(1棟)

代表取締役

和田祥二
設立：昭和56年4月
役職員：4名

110㎥
(5棟)

代表取締役

板谷慎一
設立：昭和56年4月
役職員：6名

9.5㎥
(3棟)

代表取締役

北出孝一
設立:昭和57年1月
役職員：21名

3.5㎥

代表取締役

阿部　晃
設立:平成3年4月
役職員：4名

１㎥

代表
鈴木茂記

設立：平成4年4月
役職員：5名

1㎥

代表取締役

阿部　博
設立:昭和50年5月
役職員：2名

0㎥

代表
島田正幸

設立:昭和15年4月
役職員：2名

6㎥

会員事業体名 所在地 業　種
認証林産物
管理責任者

北栄建設産業㈱
紋別市幸町
1丁目1-15

特定建設業
(建築設計・施工、土木)

東　二郎

北一土建㈱
紋別市上渚滑町
5丁目79

特定建設業
(建築設計・施工、土木)

柴門憲一

㈱川村建設
紋別市北浜町
2丁目7-38

特定建設業
(建築設計・施工、土木)

山本茂幸

高桑建設㈱
紋別市緑町
4丁目12-6

特定建設業
(建築設計・施工、土木)

渥美芳昭

㈱大和
紋別市大山町
2丁目46

特定建設業
(建築設計・施工、土木)

佐沢国幹

㈲和田建設
紋別市落石町
5丁目19の4

一般建設業
(建築施工)

和田祥二

㈲板谷建設
紋別市大山町
1丁目6の34

一般建設業
(建築施工)

板谷慎一

北出建設㈱
紋別市渚滑町
1丁目6の3

特定建設業
(建築施工、土木)

北出十四一

㈱丸晃阿部建設 
紋別市元紋別
102の17

一般建設業
(建築施工、土木)

阿部 晃

成鈴工務店
紋別市渚滑町
5丁目17の56

一般建設業
(建築施工)

鈴木茂記

㈲匠建設
紋別市元紋別
102の17

一般建設業
(建築施工、土木)

阿部 博

島田建具製作所
紋別市幸町
7丁目1-21

建具・家具、
木工品

島田正幸

 

 

 

現在、紋別市内では、佐藤木材工業 (株 )など、素材生産から製材、製品販売を

担う 12 社がすでに認定事業体として活動しており、周辺地域では、北見地方

SGEC ネットワーク (34 社認定統合事業体 )などが活発な活動を始めている。  

これら認定事業体とネットワーク各社は、密接な取引関係にある。  

 

今後、ネットワーク内で想定される認証林産物の流通経路及び管理計画を次表

に示す。  
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  会員工務店：12社

認証林産物流通管理計画

地域のＳＧＥＣ認証森林

網走西部流域：296,738ha

（紋別市内：49,659ha）

○ 各地域でＳＧＥＣのＰＲを行い顧客の獲得

（素材生産・製材・加工・流通・ﾌﾟﾚｶｯﾄ）

紋別市内認定事業体(11社)

北見地方SGECﾈｯﾄﾜｰｸ(34社)　等

認証材製材品

【オホーツクＳＧＥＣ建築推進ネットワーク】（認定統合事業体）

建設業（建築・土木・建具）

 地域の分別・表示認定事業体

 

  事務局：北栄建設産業㈱

○ 認証材使用量を算定し､認証材証明書を発行する

　　

○ 総合管理マニュアルを作成

○ 会員研修を定期的に開催

○ 会員監査を実行

○ 産地見学会を開催　

○ 統一ﾏｰｸﾃﾞｻﾞｲﾝ･認証材産地証明書(書式)の作成

○ 総合管理マニュアルに従って、現場で認証材を扱う

 

 

 

５．分別・表示管理体制 

同ネットワークでは、ネットワーク「認証林産物の分別・表示管理方針」及

び「認証林産物の分別・表示管理体制」、「認証林産物の分別・表示管理計画」

を定めると共に、認証林産物の統一的な帳票・在庫管理及び内部監査の方法を

定めた「SGEC 認定事業総合管理マニュアル」を作成して、統合事業体として

の一元的管理体制を整備している。 

ネットワーク事務局には、「認証林産物統括管理責任者（以下:統括責任者）」

及び、これを長とする 4 名の監査委員からなる「認証監査委員会」が設置され、
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構成各事業体の分別・表示、帳簿類管理の個別指導・内部監査を行う体制がと

られると共に、これら帳票・記録書類のコピーが保管される。 

各構成事業体には、自社現場作業工程を管理する「認証林産物管理責任者」

が置かれ、上記ネットワーク「認証林産物の分別・表示管理方針」等に基づき、

各構成事業体が自社の作業工程に沿って作成したより詳細な「分別・表示管理

方針」及び、「SGEC 認証材取扱マニュアル」によって分別・表示を実施し、認

証林産物の分別・表示管理の徹底を図る体制としている。 

なお、各事業体の認証林産物管理責任者は、自社の内部監査を行い、検査時

期・現場担当者・検査内容・検査所見・検査者名を記録するとともに、統一書

式による「SGEC 認証材入荷・在庫管理表(認証林産物の取扱記録)」を 3 ヶ月

ごとに事務局に提出し、ネットワーク「認証監査委員会」は、各構成事業体の

内部監査を 6 ヶ月に１回以上行うことを定めている。 

 

【オホーツク SGEC 建築推進ネットワーク管理体制図】  

No No

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6 12

株式会社 大和

統合事業体会員監査体制図

山本茂幸

参加事業体名

北栄建設産業株式会社

北一土建株式会社

株式会社 川村建設

高桑建設株式会社

佐沢国幹

有限会社 山ワ和田建設

有限会社 板谷建設

北出建設株式会社

株式会社 丸晃阿部建設

成鈴工務店

有限会社 匠建設

島田建具製作所和田祥二

渥美芳昭

阿部　博

島田正幸

阿部　晃

鈴木茂記

板谷慎一

北出十四一柴門憲一

東　二郎

オホーツクSGEC建築推進ネットワーク　参加事業体SGEC認証林産物管理責任者

管理責任者名

委　員 ㈲板谷建設 板谷　慎一

管理責任者名参加事業体名

東　　二郎

認証監査委員会 委　員 北一土建㈱ 柴門　憲一

委　員 高桑建設㈱ 渥美　芳昭

SGEC認証林産物統括管理責任者 事務員

事務局長 東　　二郎

オホーツクSGEC建築推進ネットワーク 委員長 事務局長

オホーツクSGEC建築推進ネットワーク

会　　長 青田　輝智

オホーツクSGEC建築推進ネットワーク 帳票類整理者
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 （主な確認資料） 

 

・オホーツク SGEC 建築推進ネットワーク規約 

・ 同 参加事業体名簿 

・ 同 「設立総会議案書」及び議事録 

・ 同 「認証林産物の分別・表示管理方針書」 

・ 同 「認証林産物の分別・表示管理体制」 

・ 同 「SGEC 森林認証林産物流通管理計画」 

・ 同 「SGEC 認定事業総合管理マニュアル」 

・ 同 「SGEC 認証林材建築物証明書(案)」 

・ 同 「SGEC 認証林産物邸別使用実績管理表(案)」 

・ 同 「会員監査体制図」 

・ 同 「会員監査項目チェックリスト」 

・ 同 ネットワーク参加同意書(12 社) 

・各社概要・実績報告(12 社) 

・各社認証林産物の分別・表示管理方針書(12 社) 

・各社認証林産物の分別・表示管理の計画書(12 社) 

・各社認証林産物の分別・表示管理体制図(12 社) 

・各社認証林産物の生産・加工計画書(12 社) 

・各社「SGEC 認証材取扱マニュアル(現場指導文書)」(12 社) 

・各社認証材保管場所(予定)平面図（12 社） 

・「紋別市認証の家モデル住宅支援事業」補助金交付要領 
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Ⅱ. 審査経過 

 

オホーツク SGEC 建築推進ネットワークの審査経過 

  オホーツク SGEC 建築推進ネットワーク(以下:同ネットワーク)の審査は、平

成 21 年 7 月 15 日～17 日にかけて、(社)全国林業改良普及協会認証審査セン

ター審査員：児島裕、北海道地区専門審査員：坂東忠明の２名が担当した。 

 

【審査申込】 

 平成 21 年 6 月 16 日に統合事業体としての審査申込みを受け、同ネットワーク

事務局に下記内容について説明した。 

（内 容） 

１．SGEC 分別・表示システム運営規程及び実施要領説明 

２．全林協の審査手順についての説明  

３．審査申込書の受付、関連資料の確認 

 

【認定審査日程】 

統合事業体および構成事業体の審査は、次の日程で実施した。 

 

審査日 審査事業体 所在地 事業体説明者 審査内容 審査員 

7 月 15 日 

オホーツク SGEC

建築推進ネットワ

ーク事務局 

紋別市

幸町 

(事務局) 

北栄建設産業(株)

常務取締役 

東 二郎 

SGEC 森林認証

分別・表示手順

等の説明 

児島 

坂東 

北栄建設産業(株) 
紋別市

幸町 

常務取締役 

東 二郎 
書類・現場確認 

児島 

坂東 

高桑建設(株) 
紋別市

緑町 

代表取締役 

高桑久夫 
書類・現場確認 

児島 

坂東 

(有)板谷建設 
紋別市

大山町 

代表取締役 

板谷慎一 
書類・現場確認 

児島 

坂東 

(株)丸晃阿部建設 
紋別市

元紋別 

代表取締役 

阿部 晃 
書類・現場確認 

児島 

坂東 

(有)匠建設 
紋別市

元紋別 

代表取締役 

阿部 博  
書類・現場確認 

児島 

坂東 

7 月 16 日 

北一土建(株) 
紋別市

上渚滑 

代表取締役専務 

柴門憲一 
書類・現場確認 

児島 

坂東 

成鈴工務店 
紋別市

渚滑町 

代表 

鈴木茂記 
書類・現場確認 

児島 

坂東 

北出建設(株) 
紋別市

渚滑町 

部長 

北出十四一 
書類・現場確認 

児島 

坂東 
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審査日 審査事業体 所在地 事業体説明者 審査内容 審査員 

7 月 16 日 

(株)川村建設 
紋別市

北浜町 

代表取締役 

石井進司 
書類・現場確認 

児島 

坂東 

(有)和田建設 
紋別市

落石町 

代表取締役 

和田祥二 
書類・現場確認 

児島 

坂東 

(株)大和 
紋別市

大山町 

建築部長 

佐沢国幹 
書類・現場確認 

児島 

坂東 

島田建具製作所 
紋別市

幸町 

代表 

島田正幸 
書類・現場確認 

児島 

坂東 

オホーツク SGEC

建築推進ネットワ

ーク事務局 

紋別市

幸町 

(事務局) 

北栄建設産業(株)

常務取締役 

東 二郎 

書類最終確認 
児島 

坂東 

7 月 17 日 
SGEC 森林認証 

勉強会 

紋別市 

幸町 

森林・林業 

活性化協議会 

SGEC 森林認証

制度について 

児島 

坂東 

 

 

（審査内容概要） 

１．同ネットワーク(統合事業体)事務局の置かれた北栄建設産業(株)において、

提出された書類に基づいたネットワークの活動及び一元的分別・表示管理計

画の説明を受けるとともに、森林認証・分別表示についての説明を行い、SGEC

分別・表示ｼｽﾃﾑ諸規定の遵守意志を確認した。 

２．参加事業体各社の事業の概要、事業体認定を取得した後の分別・表示の考え

方や管理方針、認証林産物の管理計画、分別・表示管理の体制等について説

明を受け、併せて関連資料の審査を行った。 

３．参加事業体各社加工場・保管場所等を順次調査し、材料発注から、納品、各

種加工、現場建設までの木材の流れ、および現場管理の仕組み等について確

認を行った。 

４．同ネットワーク(統合事業体)事務局に統合事業体認定を取得した後の、統一

的な管理方針、認証林産物の管理計画、分別・表示管理体制、流通戦略、内

部監査の方法等について聞き取りを行い、実行意思を確認した。 
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平成 21 年 9 月 4 日／審査委員会 

 

（委員名） 

元東京大学教授・農学博士        山根 明臣 

元東京農業大学教授・農学博士      河原 輝彦 

木構造振興株式会社専務取締役・農学博士 西村 勝美 

東京農工大学教授・農学博士       土屋 俊幸 

(社)林木育種協会理事長          真柴 孝司 

 

（事務局） 

(社)全国林業改良普及協会 専務理事   渡辺 政一 

      同       認証審査ｾﾝﾀｰ  児島 裕 

      同       認証審査ｾﾝﾀｰ  野田 昭一 

      同       認証審査ｾﾝﾀｰ  宇佐美 均 

 

（内 容） 

 

１．現地確認の結果及び、SGEC の定める「認定審査」基準事項に基づき設定し

た「統合事業体審査要件」ごとの審査内容を各委員に説明した。 

 

2. 提出資料、実行体制、生産・流通現場での管理の仕組み等から、申請者は認

定に値する統合事業体であるものと判定された。 
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Ⅲ．オホーツク SGEC 建築推進ネットワークの審査における判定事由書（概要） 

 

 SGEC の定める「認定審査」基準事項に基づき、作成した全林協「SGEC 統合事

業体認定審査基準・指標」の 12 項目を審査要件とした。 

 これら「審査要件」に基づいて、「認定審査」を行い、審査委員に諮ったとこ

ろ、オホーツク SGEC 建築推進ネットワークは、認定に値する統合事業体であ

るとして判定された。 

 なお、審査委員会により、認定所得後の「向上目標」として下記が付記された。 

  

【向上目標】 

 

1．ネットワーク事務局は、認定取得後も、構成員に対する内部監査を継続して

行い、認証林産物の適正なトレサビリティーを確立すること。（基準３－４） 

 

2．認証林産物の取扱はこれからであることから、各構成事業体関係職員に対し、十

分な教育・研修を図り、「SGEC ネットワーク認証林産物の分別・表示管理方

針」及び、「認証林産物の分別・表示管理方針」に従い、分別・表示管理

を徹底すること。（基準３－５） 

 

3．ネットワーク事務局は、認証林産物の取り扱いに関する記録類の保存に努めるこ

と。（基準３－６） 

 

 


